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髙

宇都宮大学講堂は文部技手吉田静の設計管理により大正13年に完
成した。内外部意匠の特徴はゼツエッション様式を取り入れた軽快
なデザインといわれている。
外壁は下見板貼りペンキ塗り、窓は上げ下げ窓、屋根は瓦葺きで

中央部に銅板貼りの換気塔が立っている。内部空間は２層吹き抜け
で、主室のステージに向かい左右両側及び後部にギャラリーが廻る
明快な計画となっており、壁天井は主に漆喰仕上げで、レリーフに
よる装飾が施されている。
改修設計にあたっては老朽した部分の更新と構造補強について、

小山工業高等専門学校名誉教授である河東義之先生の監修をいただ
きながら行った。

㈱フケタ設計
取締役設計本部長　佐藤公紀

宇都宮大学講堂

表紙紹介

第18回 ＡＰ展会長賞 ㈱フケタ設計宇都宮大学講堂改修
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ストックの時代の施設管理とＦＭ

人・物・金・情報の管理と組織

人・物・金・情報それに時間を加えた五つの

要素が経営資産と呼ばれる事は誰もが知るとこ

ろです。官民を問わずこのマネジメントが正に

経営であるとされています。そこにはそれぞれ

にマネジメントの専門責任組織があり、業務に

当たっている訳ですが、「物」の中でも皆様に特

に関係が深い土地と建物についてはどうでしょ
　

う。

大量建設時代、事業ニーズの「器」である建

物は効率的な新築を進める為、ニーズの要求部

門ごとに権限が与えられ建設が進められてきま

した。いわゆる縦割り組織の権限で進められて

きた新築工事が、高まるニーズへの最良な解決

策でした。そして今、その組織・権限のまま建

物と土地の保守管理が行われている。これが実

態ではないでしょ
　

うか。

欧米と違い過去日本では、建物の建て替え周

期が極めて短いサイクルで繰り返されてきまし

た。しかし成熟社会の到来とともに、近年百年

住宅と言う言葉も聞かれるようになり、新たな

建設投資をせずとも良質な建築の維持保全が

テー
　

マとなりつつあります。既に論議が始まっ

ている「建築基本法」についても、この取り組

みの必要性が取り上げられている事はご存知の

通りです。

施設管理の可視化

それでは「人」も「金」も「情報」も経営判

断材料が的確に提供されているとして、「物」特

に建物についてはどうでしょう。18年前のＮＴ

Ｔファ
　

シリティーズ創立以来、ＳＯＮＹ、ＮＥＣ

等の名だたる設備産業が社名にファシリティマネ

ジメント（ＦＭ）を冠した子会社を持ち、大手ゼ

ネコンにもＦＭ推進部門ができ、経営に資する施

設管理の在り方を模索してきました。民間企業に

於けるＦＭのテーマは実に明確です。所有する土

地と建物について、最も効果的に経営資産として

の効率化を上げる事であり、その為の管理データ

を保持し、その時々の経営方針に基づき分析・評

価を行う事です。

それでは地方自治体の場合はどうでしょう。既

に多くの施設が30年から40年の築年数を迎え老朽

化が進む中、かつては住民サービスとしての様々

な施設が完備している町が住み良い町でした。し

かしその住み良い町こそが、これからは老朽化す

る施設を維持する為の経費に税金が消え、本来の

行政サービスさえおぼつかない、住みにくい町に

なりかねないのが現状です。行政コストの開示が

進む中、現在の住民サービスを維持するためにか

かっている費用を、施設の再取得価格、光熱水費、

減価償却費、適正な修繕費、人件費まで含めた

トー
　

タルの経費として開示し、全ての縦割り組織

の建物について、横串を刺す統一基準のデータ

ベー
　

スとして開示する事が、今地方自治体に急務

とされています。

大手設備産業各社は既にＦＭに着手している所

が多い中、本格的にＦＭに着手している県内の自

治体は残念ながらまだありません。

ＦＭデータベースの作成

既にＦＭを導入し大きな成果を上げている東京

都武蔵野市では、ＦＭ着手前の建物関係修繕予算

が年間３千万円規模であったものが、現在は３億

円にまで拡大し、老朽化を食い止め、更には長寿

広報委員 大　　宣光

コ ラ ム

髙



24

2010.1    No.90
TOCHIGI  ARCHITECT  OFFICE  ASSOCIATION  BULLETIN

命化と住民サービスの維持向上に努めています

し、千葉県佐倉市のＦＭ担当部門は、厳しい地

方財政の中での新たな取り組みとして、昨年新

聞やＮＨＫニュースでも取り上げられました。

しかしこのＦＭの成果を上げるために不可欠

なＦＭデータベースの作成には、相当の時間と

費用が必要になります。この分野では先端を行

く東京都でも、基礎となるＦＭデータベース作

りに３年程度を要し、筆者が携わったＮＴＴグ

ループのデータベース構築も同様に３年を要し

ました。

このデータベース作りの中で外注される事が

多い業務は、現況調査と現況図の作成です。こ

の調査は建築概要のデータだけで無く、地域環

境からユニバーサルデザインへの取り組み等ま

での広範囲にわたり、固定資産簿に基づき、棟

別の付き合わせ作業が必要になります。しかし

固定資産税も、減価償却費も縁が無かった行政

の建物では、記載内容と現場が合致しない事が

多く、そもそも外注委託の基礎資料が整わない

ところが出るほどです。

某公社が民営化に向けてＣＡＤデータベース

作成を外注した際、やはり最も手間がかかった

部分がこの付き合わせ作業であり、時には現況

確認が図面作成に追いつかない場面も出たとの

話を聞いています。また、先日ある県のＦＭ担

当者から、「この外注作業の仕分けも外注を考え

ているが、任せられる設計事務所が県内にはお

らず、データベースに着手ができずに困ってい

る」との話がありました。

ここで言う「任せられる設計事務所」とは、

そもそもＦＭの概念を理解し、これから取りか

かろうとしているＦＭデータベースの構造を理

解し、このデータベースの管理体系上で管理でき

るデータとして現況調査データやＣＡＤデータを

作成・納品出来る事務所と言う事になります。

データベースの怖い所は、管理データの項目の

一つでも信頼性が低いデータが含まれていた場

合、このデータベースから導き出された分析結果

の信頼性も、この低い信頼性に引きずられてしま

うところです。このため施設管理の基礎となるＦ

Ｍデータベースの信頼性を確保するためには、こ

の付き合わせ作業が大変重要になります。データ

ベース完成後はこのデータを基に、清掃委託費か

ら計画修繕、利活用案件の検討から防災計画まで、

様々な資料の算出根拠となります。

事業継続計画（ＢＣＰ）とＦＭ

事業の遂行にとって、ＢＣＰは官民を問わずに

経営の重要なテーマです。そして施設管理の面か

らこのＢＣＰをサポートするのが、ファシリティ

マネジャーの役割となります。ファシリティマネ

ジャーはＦＭデータベースを駆使し、経営判断に

必要な資料を提供する重要な役割を担います。欧

米の設備産業でファシリティマネジャーが経営の

重要なポストに就いているのはこのためです。

従来型の施設管理組織からＦＭの体制に移行す

るためには、財務と直結した管理体制が必要とな

りますが、従来組織からの反発も強く、先行した

青森県の場合では共通のコンセンサスを得るため

の勉強会が何度も開かれました。

これからのストックの時代、「故障・修繕」の

体制からＦＭ手法を取り入れた「予防保全」の体

制に移行し、良い建物、良い社会資産を良好な維

持管理の下で、大切に長く使い続ける事が益々大

切になってきます。

会員・賛助会員のスペース


